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(57)【要約】
粒状や粉末状の農産物のように、粒状や粉末状のような
小さな対象物に対しても、緩和な条件で品質を劣化させ
ずに連続的かつ安定的にプラズマ殺菌を行えるプラズマ
殺菌装置を提供する。
プラズマ殺菌装置は、原料ガス雰囲気下で電極間で電圧
印加により生成されるプラズマによって、対象物を殺菌
するプラズマ殺菌装置において、上下方向に隙間を隔て
て対向する上部電極及び下部電極から成る対向電極と、
前記上部又は下部の電極の中心部から前記隙間に向かっ
て、前記対象物を供給する供給手段と、前記下部電極の
中心部から外周辺に沿って、前記対象物を外部に排出す
る排出手段とを備えて構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料ガス雰囲気下で電極間で電圧印加により生成されるプラズマによって、対象物を殺
菌するプラズマ殺菌装置において、
　上下方向に隙間を隔てて対向する上部電極及び下部電極から成る対向電極と、
　前記上部又は下部の電極の中心部から前記隙間に向かって、前記対象物を供給する供給
手段と、
　前記上部及び下部電極間の外周辺近傍に形成される前記隙間からなる開口状の外周開口
部を備え、前記下部電極の中心部から外周辺に向かって転動する前記対象物を当該外周開
口部から外部に排出する排出手段と、
　を備え、
　前記対向電極の上部電極が、前記供給手段の供給口から前記外周開口部まで連続して形
成されることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記供給手段が、前記対象物と共に前記原料ガスを供給することを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記上下の対向電極が、共に円板状で形成され、少なくとも前記下部電極が、円板中心
を回転中心として回転することを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２に記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記上部電極が、放射状に複数に延出する線状電極から形成され、
　前記下部電極が、円板状で形成されることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項５】
　請求項３又は請求項４に記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記上部及び下部電極の隙間に介装され、前記各電極の円板中心から放射状又は螺旋状
に延出する複数のリブ体からなるリブ体部を備えることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項６】
　請求項３～５のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記対向電極間に、液体状の誘電体が封止されて形成される放電位置制御部を備えるこ
とを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記対向電極の少なくとも一方が、中央部に向かって凸状に湾曲することを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記上部又は下部電極の少なくとも一方の、対向する対向面上に、スパイラル状又は放
射状の突起を形成することを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、プラズマを用いて殺菌を行うプラズマ殺菌装置に関し、特に、粒状や粉末状
のような小さな対象物に対しても、確実に殺菌を行えるプラズマ殺菌装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマを用いて対象物の殺菌を行うプラズマ殺菌は、その用途が多岐にわたっており
、その適用分野は拡大の一途を辿っている。その適用分野として期待されているものとし
て、農業分野における農産物の殺菌がある。
【０００３】
　農産物は長距離輸送されることが多く、その際に微生物繁殖が問題となっている。これ
は、農産物に、土壌や生育環境に由来する各種細菌、糸状菌等が付着しているためであり
、これらが農産物の劣化に大きく影響している。
【０００４】
　このような農産物として、特に種子については、細菌、糸状菌、及びウィルス等が表面
に付着した状態で播種した場合には、播種後に増殖して生育に悪影響を与え、発育不良や
枯れの原因となる。種子の他にも、食品材料として用いる穀物等の粒状（顆粒状）又は粉
末状の農産物でも同様に、付着した汚染微生物が、食品加工によって商品に混入すること
により、商品の劣化を引き起こしている。
【０００５】
　このような問題に対処するための技術として、これまでのところでは、種子に付着した
微生物を殺菌消毒する目的で、温湯殺菌、乾熱殺菌、及び薬剤による殺菌が主に行われて
いる。
【０００６】
　例えば、温湯殺菌では、数十分程度、50-60℃程度の温湯内に種子を浸漬させて消毒を
行う。また、乾熱殺菌では、70～80℃程度の乾燥空気の雰囲気下に種子を数日間置き、殺
菌消毒を行う。薬剤による殺菌では、対象物表面に存在する菌類等に適合する薬剤を添加
、噴霧することで殺菌を行う。
【０００７】
　しかし、上記の温湯殺菌では、数十分程度、種子を温湯に浸けるため、高温や水分によ
って種子の劣化及び発芽率の低下を引き起こす虞がある。
【０００８】
　また、上記の乾熱殺菌では、数日程度、種子が高温の乾燥空気雰囲気に曝されるため、
温湯殺菌と同様に、長時間高温環境に曝されることにより、種子の劣化が生じ、発芽率の
低下を引き起こす虞がある。
【０００９】
　また、上記の薬剤を用いる殺菌では、高温による劣化は避けられるが、殺菌対象の菌類
に適合した薬剤を選択する必要がある。また、同じ薬剤を長期間にわたって使用すること
によって薬剤耐性菌が生じ、これが種子を汚染した場合には、種子の消毒において薬剤が
効かなくなる虞がある。
【００１０】
　種子以外の粒状及び粉末状の農産物に対しても、種子と同様に加熱殺菌や蒸気殺菌が主
に用いられている。しかし、殺菌によって、温度や水分による色や味、食感等の農産物の
劣化が避けられないというデメリットがある。また、農産物は水分を嫌うものが多いこと
から、利用できる殺菌技術は限られている。また、このような農産物に薬剤を用いて殺菌
する場合には、薬剤による色や味、食感等の劣化に加え、農産物内の薬剤の残留問題も生
じる。また、利用できる薬剤の種類も、食品添加物に認可されているものに限られている
。
【００１１】
　このような状況の中、粒状及び粉末状の農産物に対しても、安全性及び殺菌性を両立で
きる殺菌方法として、対象物を水などで直接濡らさず薬剤を必要としないプラズマを用い
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た殺菌の実現が望まれている。
【００１２】
　このような粒状及び粉末状の農産物を殺菌対象とできる従来のプラズマ殺菌装置として
は、例えば、サイクロン内を周回する水分の少ない粉体又は粒状物を、大気プラズマによ
って、低温で殺菌又は改質させるものがある（特許文献１参照）。また、農産物を殺菌す
るという目的とは異なるが、微粒子（微粉末）を表面改質するという目的の微粒子処理方
法があり、例えば、ガスをプラズマ処理装置に供給する工程と、前記ガスのプラズマ処理
装置への供給経路に粒子を供給し、ガスの流れとともにプラズマ処理装置内へ粒子を供給
する工程と、前記供給経路のプラズマ処理装置内出口に対向して配された一対の電極間に
おいて、該出口を囲むようにプラズマを生じさせる工程からなる微粒子処理方法もある（
特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０１４－６８号公報
【特許文献２】特開２００６－６８５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかし、従来のプラズマ殺菌装置は、例えば、特許文献１では、対象物である粉体又は
粒状物が、サイクロン内でランダムに周回する状況下で、プラズマを照射されることから
、確率的に、実際にプラズマが照射される対象物と照射されない対象物とが共存し、プラ
ズマ照射の度合いに偏りが生じ、全ての対象物に対して均一で十分な殺菌が安定して行え
ないという課題があった。
【００１５】
 また、例えば、特許文献２では、農産物を殺菌するという目的とは異なるものであるが
、前記供給経路のプラズマ処理装置内出口に対向して配された一対の電極間において、該
出口を囲むようにプラズマを生じさせて、微粒子（微粉末）を表面改質するものであり、
即ち、一対の電極間のうちの該出口の両端のみに局所的にプラズマを生じさせて微粒子（
微粉末）を表面改質するものであることから、仮に微粒子として農作物を用いたとしても
、この局所的なプラズマによって、農作物によっては殺菌されるものと殺菌されないもの
が混在し、農作物がまばらに殺菌される結果となり、不均一且つ不十分な殺菌にとどまっ
てしまう（特許文献２参照）。
【００１６】
　本発明は前記課題を解決するためになされたものであり、粒状（顆粒状）や粉末状の農
産物のような小さな対象物に対しても、緩和な条件で品質を劣化させずに連続的かつ安定
的にプラズマ殺菌を行えるプラズマ殺菌装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本願に開示するプラズマ殺菌装置は、原料ガス雰囲気下で電極間で電圧印加により生成
されるプラズマによって、対象物を殺菌するプラズマ殺菌装置において、上下方向に隙間
を隔てて対向する上部電極及び下部電極から成る対向電極と、前記上部又は下部の電極の
中心部から前記隙間に向かって、前記対象物を供給する供給手段と、前記下部電極の中心
部から外周辺に沿って、前記対象物を外部に排出する排出手段と、を備えるものである。
【００１８】
　このように、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、上下方向に隙間を隔てて対向する上
部電極及び下部電極から成る対向電極と、前記上部又は下部の電極の中心部から前記隙間
に向かって、前記対象物を供給する供給手段と、前記下部電極の中心部から外周辺に沿っ
て、前記対象物を外部に排出する排出手段と、を備えることから、供給手段から供給され
た対象物が下部電極の中心部に供給され、下部電極の中心部から外周辺に沿って、電極間
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に生じるプラズマによる殺菌処理を受けながら、外部に排出されることとなり、対象物が
粉末状等の微細なものであっても、全ての対象物に対して、均一に殺菌を行うことができ
る。
【００１９】
　本願に開示するプラズマ殺菌装置は、原料ガス雰囲気下で電極間で電圧印加により生成
されるプラズマによって、対象物を殺菌するプラズマ殺菌装置において、上下方向に隙間
を隔てて対向する上部電極及び下部電極から成る対向電極と、前記上部又は下部の電極の
中心部から前記隙間に向かって、前記対象物を供給する供給手段と、前記上部及び下部電
極間の外周辺近傍に形成される前記隙間からなる開口状の外周開口部を備え、前記下部電
極の中心部から外周辺に向かって転動する前記対象物を当該外周開口部から外部に排出す
る排出手段と、を備え、前記対向電極の上部電極が、前記供給手段の供給口から前記外周
開口部まで連続して形成されるものである。
【００２０】
　このように、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、上下方向に隙間を隔てて対向する上
部電極及び下部電極から成る対向電極と、前記上部又は下部の電極の中心部から前記隙間
に向かって、前記対象物を供給する供給手段と、前記上部及び下部電極間の外周辺近傍に
形成される前記隙間からなる開口状の外周開口部を備え、前記下部電極の中心部から外周
辺に向かって転動する前記対象物を当該外周開口部から外部に排出する排出手段と、を備
え、前記対向電極の上部電極が、前記供給手段の供給口から前記外周開口部まで連続して
形成されることから、供給手段から供給された対象物が下部電極の中心部に供給され、下
部電極の中心部から外周辺に沿って、前記供給手段の供給口から前記外周開口部まで連続
して形成される上部電極と、下部電極との電極間に生じるプラズマによる殺菌処理を連続
的に受け続けながら、外部に排出されることとなり、対象物が粉末状等の微細なものであ
っても、全ての対象物に対して、均一に殺菌を行うことができる。
【００２１】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記供給手段が、前記対象
物と共に前記原料ガスを供給するものである。このように、前記供給手段によって供給さ
れる前記原料ガスの濃度が、上部及び下部電極の各々の中央部との間で高められることか
ら、全ての対象物が高濃度のプラズマ発生領域を通過することとなり、対象物が粉末状等
の微細なものであっても、全ての対象物に対して、確実に殺菌を行うことができる。
【００２２】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記上下の対向電極が、共
に円板状で形成され、少なくとも前記下部電極が、円板中心を回転中心として回転するも
のである。このように、前記上下の対向電極が、共に円板状で形成され、少なくとも前記
下部電極が、円板中心を回転中心として回転することから、前記対象物が、ランダムに下
部電極上を転がっていくような粒状物であっても、下部電極自体が回転動作することによ
って、個々の前記対象物の移動経路のばらつきが一様化されることとなり、対象物が粉末
状等の微細なものであっても、全ての対象物に対して、確実かつ均一に殺菌を行うことが
できる。
【００２３】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記上部電極が、放射状に
複数に延出する線状電極から形成され、前記下部電極が、円板状で形成されるものである
。このように、前記上部電極が、放射状に複数に延出する線状電極から形成され、前記下
部電極が、円板状で形成されることから、上部電極では重量の軽い線状電極が自然発生的
に生じるランダムな振動や撓みによって、上部電極と下部電極との電極間に生じる放電の
位置及び強度が適度に揺らぎながら経時的に刻一刻と変動することとなり、結果として一
箇所のみ生じるような局所的な放電の発生が抑制され、均一で穏やかな放電が持続し、よ
り均一的な殺菌を種子に与えることができる。
【００２４】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記上部及び下部電極の隙
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間に介装され、前記各電極の円板中心から放射状又は螺旋状に延出する複数のリブ体から
なるリブ体部を備えるものである。このように、前記対象物が粒状体等の微細なものであ
っても、前記リブ体部によって、前記対向電極間をばらついて落下する個々の前記対象物
の流路が均一に整えられることとなり、前記対象物における当該移動経路のばらつきが抑
えられて一様化されることとなり、全ての対象物に対して、確実かつ均一に殺菌を行うこ
とができる。
【００２５】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記対向電極間に、液体状
の誘電体が封止されて形成される放電位置制御部を備えるものである。このように、液体
状の誘電体の作用によって、対向電極間にプラズマが発生した位置では、誘電率が低下し
、次回のプラズマ発生位置が誘電率の高い他の隣接位置に順次移行していくように放電が
制御されることから、アーク放電の発生が抑制され、安定的で穏やかな放電が対向電極間
に継続的に発生することとなり、前記対象物に損傷を与えない程度の穏やかな放電状態で
プラズマ殺菌を維持することができる。
【００２６】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記対向電極の少なくとも
一方が、中央部に向かって凸状に湾曲するものである。このように、前記対向電極の中央
部間の距離が狭まることによって、前記対向電極の中央部間において、相対的に強い放電
が生じることでプラズマ濃度が高められることから、前記対象物が前記対向電極間を落下
した際に確実に通過する経路（前記対向電極の中央部間）で相対的に最も高濃度のプラズ
マによって殺菌されることとなり、対象物が粉末状等の微細なものであっても、全ての対
象物に対して、確実かつ均一に殺菌を行うことができる。
【００２７】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記対向電極の少なくとも
一方の内側円板面が、中央部に向かって凸状に湾曲するものである。このように、前記対
向電極の中央部間の距離が狭まることによって、前記対向電極の中央部間において、相対
的に強い放電が生じることでプラズマ濃度が高められることから、前記対象物が前記対向
電極間を落下して通過する経路（前記対向電極の中央部間）で高濃度のプラズマによって
殺菌されることとなり、対象物が粉末状等の微細なものであっても、全ての対象物に対し
て、確実かつ均一に殺菌を行うことができる。
【００２８】
　また、本願に開示するプラズマ殺菌装置は、必要に応じて、前記上部又は下部電極の少
なくとも一方の、対向する対向面上に、スパイラル状又は放射状の突起を形成するもので
ある。前記突起が形成されることにより、前記対象物が粒状体等の微細なものであっても
、全ての対象物が、前記突起により定められた移動経路の範囲内に収まって前記上部又は
下部電極上を移動することから、前記対象物における当該移動経路のばらつきが確実に一
様化されることとなり、全ての対象物に対して、確実かつ均一に殺菌を行うことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図２】本発明の第２の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図３】本発明の第３の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図４】本発明の第３の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図５】本発明の第４の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図６】本発明の第４の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図７】本発明の第５の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の側面図（ａ）、下部電極から
上部電極を見た説明図（ｂ）、リブ体部が下部電極と一体化した場合の側面からの説明図
（ｃ）、及びリブ体部が上部電極と一体化した場合の構成図（ｄ）及びその上部電極を下
部電極から見た説明図（ｅ）を示す。
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【図８】本発明の第６の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図９】本発明の第７の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の対向電極の形状についての説
明図を示す。
【図１０】本発明の第８の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の対向電極の形状についての
説明図を示す。
【図１１】本発明の第８の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の構成図を示す。
【図１２】本発明の第８の実施形態に係るプラズマ殺菌装置の側面図（ａ）、リブ体部を
電極間に介在させた場合の側面図（ｂ）、下部電極の両端部を傾斜付きとした場合の側面
図（ｃ）を示す。
【図１３】本発明に係るプラズマ殺菌装置を用いた殺菌試験の結果を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
（第１の実施形態）
　以下、第１の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を、図１に基づいて説明する。
【００３１】
　図１において、本実施形態に係るプラズマ殺菌装置は、原料ガス雰囲気下で電極間で電
圧印加により生成されるプラズマによって、対象物１００を殺菌するプラズマ殺菌装置で
あって、上下方向に隙間Ａを隔てて対向する上部電極１１及び下部電極１２から成る対向
電極１と、前記上部電極１１の中心部にある中心排出孔１１ａから前記隙間Ａに向かって
、対象物１００を供給する供給手段２と、下部電極１２の中心部１２ａから外周辺１２ｂ
に沿って、対象物１００を外部に排出する排出手段３と、この対向電極１に交流電圧を印
加する交流電源２００と、排出手段３から排出された対象物１００を回収する回収部３０
０とを備える構成である。
【００３２】
　原料ガス雰囲気としては、大気中の空気を原料ガスとしてそのまま用いることができる
。この他、原料ガスとして酸素ガスやアルゴンガスや窒素ガス等を外部から供給して用い
ることもできる。
【００３３】
　対向電極１を構成する上部電極１１及び下部電極１２の形状は特に限定されず、例えば
、平板状や、曲面状とすることができる。対向電極１の材質としては、通常用いられてい
る金属電極であれば特に限定されず、例えば、アルミ電極を用いることができる。
【００３４】
　この供給手段２は、図１に示すように、この対象物１００を収容する収容部２１と、対
象物１００を対向電極１の中央部に集約するように案内する案内部２２と、この案内部２
２からこの対向電極１間に対象物１００を供給する供給パイプ２３を備えて構成され、上
部電極１１の中心部から前記隙間Ａに向かって、対象物１００を落下させて供給する。
【００３５】
　この収容部２１は、この案内部２２に対象物１００を供給する排出孔２１ａを配設する
が、この排出孔２１ａの位置は、特に限定されないが、図１に示すように、対向電極１の
中央部に対象物１００を供給し易いように、この収容部２１の中央部に配設することが好
ましい。なお、上述したように、この排出孔２１ａの位置は、この収容部２１の中央部に
限定されないことから、中央部以外の任意の位置に設置することも当然に可能である。
【００３６】
　また、この案内部２２は、この対向電極１に対象物１００を供給する排出孔２２ａを配
設するが、この排出孔２２ａの位置は、特に限定されないが、図１に示すように、対向電
極１の中央部に対象物１００を供給し易いように、この収容部２１の中央部に配設するこ
とが好ましい。この案内部２２は、この対象物１００を一旦貯留することにより、この対
象物１００の二次貯留の役割を果たすこととなり、この対象物１００が対向電極１に供給
される際の目詰まりを防止することができる。
【００３７】
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　この排出手段３は、図１に示すように、下部電極１２の上面として示される。この排出
手段３は、対象物１００の自重によって、対象物１００が下部電極１２上で転がっていく
ことを利用して、対象物１００を下部電極１２の中心部１２ａから外周辺１２ｂに移動さ
せる。
【００３８】
　即ち、この排出手段３は、図１に示すように、上部電極１１及び下部電極１２の電極間
の外周辺近傍に形成される前記隙間Ａからなる開口状の外周開口部を備えており、この下
部電極１２の中心部から外周辺に向かって転動する対象物１００を、この外周開口部から
外部に排出する。この外周開口部については、図１に示すように、この対向電極の上部電
極１１は、供給手段２の供給口からこの外周開口部まで連続して形成されている。
【００３９】
　このように、この対向電極の上部電極１１が、供給手段２の供給口からこの外周開口部
まで連続して形成されていることから、対向電極間の全体に渡って均一な放電が得られる
こととなり、局所的な放電（例えば、外周開口部近傍のみの放電）が抑制されて、対向電
極間の全体に渡って均一なプラズマが安定的に生成され、複数の各対象物１００に対して
も均等的な（まばらにならない）殺菌を行うことができる。
【００４０】
　この他にも、この排出手段３としては、下部電極１２の中心部１２ａに高さ（隆起）を
持たせる形状とすることにより、対象物１００の下部電極１２上の転がり易さ（移動し易
さ）を高め、対象物１００を中心部１２ａから外周辺１２ｂに移動させることも可能であ
る。
【００４１】
　プラズマ殺菌の対象となる対象物１００は、特に限定されないが、小さく軽くて転がり
易いものを対象とすることが好適であり、例えば、粉末状や顆粒状の農産物が挙げられ、
例えば、農産物の種子を挙げることができる。また、この交流電源２００は、印加電圧が
交流であれば特に限定されず、低周波電源や高周波電源（ＲＦ）を用いることができる。
例えば、周波数帯域：数十Ｈｚ～数百ＭＨｚ及び電圧：１～１０ｋＶの交流電源を用いる
ことができる。また、この回収部３００としては、樹脂製のプラスチックトレー等の受け
皿を利用することができる。
【００４２】
　このように、この供給手段２から供給された対象物１００が下部電極１２の中心部１２
ａに供給され、この下部電極１２の中心部１２ａから外周辺１２ｂに沿って、対向電極１
間に生じるプラズマによる殺菌処理を受けながら、この排出手段３により外部に排出され
、この排出された対象物１００が回収部３００で一括して回収されることとなり、対象物
１００が粉末状等の微細なものであっても、全ての対象物１００に対して、乾燥条件下で
均一に殺菌処理がなされた対象物１００を簡易に回収することができる。
【００４３】
　また、上記で示したように、外気に開放された対向電極１間で生じるプラズマ放電を利
用することから、プラズマ放電に要求される圧力については大気圧とすることができる。
この他にも、低ガス圧とすることも可能であり、広い圧力範囲において、顆粒や粉末等の
対象物１００を連続的かつ大量にプラズマ放電により殺菌することが可能となる。
【００４４】
　なお、上記の構成では、この供給手段２は、上部電極１１の中心部にある中心排出孔１
１ａから前記隙間Ａに向かって、対象物１００をその自重により落下させて供給したが、
この供給方法に限定されず、下部電極１２の中心部１２ａから前記隙間Ａに向かって、対
象物１００を供給することも可能である。この他にも、下部電極１２の中心部１２ａから
前記隙間Ａに向かって、対象物１００を噴出して上昇させて供給することも可能である。
対象物１００を上方に噴出させる方法としては、各種の噴射機やポンプによる加圧等を用
いることができる。
【００４５】
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（第２の実施形態）
　以下、第２の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を説明する。
【００４６】
　第２の実施形態では、上述した第１の実施形態と同じく、前記対向電極１と、前記供給
手段２と、前記排出手段３とを備え、さらに、図２に示すように、前記供給手段２が、前
記原料ガスを供給する原料ガス供給部２４を追加で備える構成である。また、前記収容部
２１の下面が前記案内部２２の開放上面を覆うことにより、閉塞領域が形成され、この閉
塞領域に、前記収容部２１から供給される対象物１００と、前記原料ガス供給部２４から
供給される原料ガスとが、集約される。また、この閉塞領域に対して、前記原料ガス供給
部２４からの原料ガスを供給するガス管路２４ａを備える。
【００４７】
　このように、前記供給手段２によって供給される前記原料ガスの濃度が、上部電極１１
及び下部電極１２の各々の中央部との間で高められることから、全ての対象物１００が高
濃度のプラズマ発生領域を通過することとなり、この対象物１００が粉末状等の微細なも
のであっても、全ての対象物１００に対して、確実に殺菌を行うことができる。
【００４８】
（第３の実施形態）
　以下、第３の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を説明する。
【００４９】
　第３の実施形態では、上述した第２の実施形態と同じく、前記対向電極１と、前記供給
手段２と、前記排出手段３とを備え、さらに、図３に示すように、前記上下の対向電極１
が、共に円板状で形成され、少なくとも前記下部電極１２が、円板中心を回転中心として
回転して構成され、この下部電極１２の回転を駆動させる駆動部４００と、この駆動部４
００の回転をこの下部電極１２に伝播させる下部パイプ４０１を備える。また、前記案内
部２２がロート状に形成され、前記案内部２２を密閉する密閉容器２２ｂを備える。この
駆動部４００としては、モーター、歯車伝達装置、及びベルト伝達装置を組み合わせて用
いることができる。
【００５０】
　このように、前記上下の対向電極１が、共に円板状で形成され、少なくとも前記下部電
極１２が、円板中心を回転中心として回転することから、前記対象物１００が、ランダム
に下部電極１２上を転がっていくような粒状物であっても、下部電極１２自体が回転動作
することによって、下部電極１２上の中心部１２ａから外周辺１２ｂに沿って対象物１０
０が転がりやすくなり、個々の対象物１００の移動経路のばらつきが一様化されることと
なり、対象物１００が粉末状等の微細なものであっても、個々の対象物１００全てに対し
て、確実かつ均一に殺菌を行うことができる。
【００５１】
　なお、上記では、この駆動部４００の駆動対象は、この下部電極１２のみを対象とした
が、この他にも、図４に示すように、この上部電極１１及び下部電極１２の両電極を共に
回転させることも可能である。この上部電極１１も回転することによって、この上部電極
１１の回転に伴って発生する遠心力により、この上部電極１１の中心点から外周に向かう
気流が生じることとなり、この対向電極１間でこの対象物１００の流動が促進されること
によって、均一的な殺菌を行うことができる。
【００５２】
　また、例えば、この両電極を同じ回転方向で回転させる場合（図４中の実線の矢印の場
合）には、この両電極の回転速度が各々異なることが好ましい。この両電極の回転速度が
各々異なることから、この両電極が対向する対向面間の対向方向の位置関係が時間の経過
と共に回転方向にずれることとなり、放電位置が常に変動し、放電位置が経時的に移動し
て均一化された殺菌を行うことができる。
【００５３】
　また、例えば、この上部電極１１及び下部電極１２を、異なる回転方向で回転させるこ
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と（対向電極１のいずれかの回転が図４中の点線の矢印方向）も可能である。この場合に
は、この両電極が対向する対向面間の対向方向の位置関係が時間の経過と共に、相対的に
この両電極の回転速度を合算した回転速度で大きく変化することから、放電位置が常に大
きく変動することとなり、放電位置が経時的に移動して均一化された殺菌を行うことがで
きる。
【００５４】
　また、例えば、この上部電極１１及び下部電極１２の各回転の方向及び／又は速度につ
いて、時間の経過と共に定期的に、方向転換（逆回転）及び／又は速度増減させることも
できる。この方向転換（逆回転）については、例えば、常にこの上部電極１１及び下部電
極１２が同じ方向に回転するようにすることができる。また、例えば、この上部電極１１
及び下部電極１２が、ある時点では、同じ方向に回転し、また、ある時点では異なる方向
に回転するようにすることもできる。また、この回転速度の速度増減については、例えば
、この上部電極１１及び下部電極１２の回転速度が、常に同じとなるように定期的に速度
増減することも可能であり、また、定期的に異なるように速度増減することも可能である
。この時間の経過と共に定期的に、方向転換（逆回転）及び／又は速度増減させることに
よって、両電極が対向する対向面間の対向方向の位置関係が、時間の経過と共に、回転方
向の正逆及び／又は回転速度を含めて大きく変動することから、放電位置が常に大きく変
動することとなり、放電位置が経時的に移動して均一化された殺菌を行うことができる。
【００５５】
（第４の実施形態）
　以下、第４の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を説明する。
【００５６】
　第４の実施形態では、上述した第３の実施形態と同じく、前記対向電極１と、前記供給
手段２と、前記排出手段３とを備え、さらに、図５に示すように、前記対向電極１に対す
る原料ガスを導入する導入口５０１と排気を行う排気口５０２とを備える処理容器５００
を備えて構成される。
【００５７】
　この処理容器５００としては、ステンレス等の金属製容器および誘電体材（例えばガラ
ス、アクリル等）から形成される誘導体ケースを用いることができる。この処理容器５０
０の底部は、前記回収部３００として、前記対象物１００が蓄積されて回収される。
【００５８】
　このように、この処理容器５００によって、前記対向電極１に対して、原料ガスの導入
と排気が集中的に行われ、原料ガスを高濃度に維持できることとなり、より効率的な殺菌
処理を行うことができる。また、この処理容器５００は、この導入口５０１で導入される
気体よりも排気口５０２で排出される気体の体積量を高めることによって、容器内が負圧
となり、よりプラズマの発生しやすい気体条件が形成されることとなり、より効率的なプ
ラズマ発生による安定的な殺菌を行うことができる。
【００５９】
　なお、上記では、この駆動部４００の駆動対象は、この下部電極１２のみを対象とした
が、この他にも、図６に示すように、この上部電極１１及び下部電極１２の両電極ともに
対象とすることも可能である。この上部電極１１も回転することによって、この上部電極
１１の回転に伴って発生する遠心力により、この上部電極１１の中心点から外周に向かう
気流が生じることとなり、この対向電極１間でこの対象物１００の流動が促進されること
によって、均一的な殺菌を行うことができる。
【００６０】
　また、例えば、この両電極を同じ回転方向で回転させる場合（図６中の実線の矢印の場
合）には、この両電極の回転速度が各々異なることが好ましい。この両電極の回転速度が
各々異なることから、この両電極が対向する対向面間の対向方向の位置関係が時間の経過
と共に回転方向にずれることとなり、放電位置が常に変動し、放電位置が経時的に移動し
て均一化された殺菌を行うことができる。
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【００６１】
　また、例えば、この上部電極１１及び下部電極１２を、異なる回転方向で回転させるこ
と（対向電極１のいずれかの回転が図６中の点線の矢印方向）も可能である。この場合に
は、この両電極が対向する対向面間の対向方向の位置関係が時間の経過と共に、相対的に
この両電極の回転速度を合算した回転速度で大きく変化することから、放電位置が常に大
きく変動することとなり、放電位置が経時的に移動して均一化された殺菌を行うことがで
きる。
【００６２】
（第５の実施形態）
　以下、第５の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を説明する。
【００６３】
　第５の実施形態では、上述した第３の実施形態と同じく、前記対向電極１と、前記供給
手段２と、前記排出手段３とを備え、さらに、図７（ａ）の側面図に示すように、前記上
部電極１１及び下部電極１２の隙間Ａに介装され、この下部電極１２から上部電極１１を
見た説明図である図７（ｂ）に示すように、この各電極の円板中心から放射状に延出する
複数のリブ体４１からなるリブ体部４を備えて構成される。
【００６４】
　このリブ体部４は、回転式スクレイパーを用いることができる。このリブ体部４は、前
記上部電極１１及び／又は前記下部電極１２に対して、一体化して構成されていてもよい
し、独立して構成されていてもよい。このリブ体部４は、前記上部電極１１及び／又は前
記下部電極１２に対して、一体化して構成される場合には、この一体化された電極と連動
して動作し、独立して構成される場合には、前記上部電極１１及び／又は前記下部電極１
２の動作とは、非連動で動作することとなり、用途に応じて所望とするリブ体部４の動作
を容易に得ることができる。なお、このリブ体部４は、螺旋状に延出する複数のリブ体４
１からなる構造とすることも可能である。
【００６５】
　このように、この対象物１００の流れがリブ体部４により外周辺に押し流され、この対
象物１００が粒状体等の微細なものであっても、このリブ体部４によって、この対向電極
１間をばらついて落下する個々の対象物１００の流路が均一に整えられることとなり、こ
の対象物１００におけるこの移動経路のばらつきが抑えられて一様化されることとなり、
全ての対象物１００に対して、確実かつ均一に殺菌を行うことができる。
【００６６】
　また、リブ体部４により、対象物１００がこの対向電極１間に滞留する時間を増大させ
ることとなり、この対象物１００がより多くの時間にわたって殺菌され、より効率性の高
い殺菌処理を行うことができる。
【００６７】
　なお、上記では、このリブ体部４は、この対向電極１間に独立して介装される構成とし
たが、この構成に限定されず、この上部電極１１または下部電極１２と一体化されていて
もよい。例えば、このリブ体部４は、図７（ｃ）に示すように、この下部電極１２と一体
化することも可能である。この場合には、この下部電極１２上に落下した対象物１００は
、殺菌処理を受けながら、この下部電極１２の外周辺方向に均一な経路で掃き出されるこ
ととなり、十分な時間でかつ均一的に殺菌される。
【００６８】
　また、このリブ体部４は、図７（ｄ）に示すように、この上部電極１１と一体化するこ
とも可能である。この場合には、このリブ体部４は、図７（ｅ）に示すように、径方向（
円周方向）に沿って形成されるリブ体４１と、この対象物１００を上部電極１１の外周辺
方向に押し出すために形成される分割スクレイパーとしての分割リブ体４１ａとを備えて
構成される。この分割リブ体４１ａを構成する材質は、特に限定されないが、対象物１０
０がこの分割リブ体４１ａに衝突した際の物理的な損傷を抑制するという点から、比較的
柔らかい材質（例えば樹脂製）のものが好ましい。
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【００６９】
　このようなリブ体部４が上部電極１１と一体化する構成により、この対象物１００を上
部電極１１の径方向（円周方向）に沿って移動させつつ外周辺方向に移動させることから
、対向電極１間におけるこの対象物１００の滞留時間を増大させることとなり、この対象
物１００がより多くの時間にわたって殺菌され、より効率性の高い殺菌処理を行うことが
できる。
【００７０】
　なお、上述した上部電極１１または下部電極１２と一体化するリブ体部４を代替する構
成として、前記上部電極１１又は下部電極１２の少なくとも一方の、対向する対向面上に
、スパイラル状又は放射状の突起を形成する構成とすることもできる。
【００７１】
　この突起が配設されることにより、この対象物１００が粒状体等の微細なものであって
も、全ての対象物１００が、この突起により定められた移動経路の範囲内に収まってこの
上部電極１１又は下部電極１２上を確実に移動できることから、この対象物１００におけ
るこの移動経路のばらつきが確実に一様化されると共に、この対象物１００がこの突起に
より形成された流路（移動経路）を通過することによって、この対向電極１間におけるこ
の対象物１００の滞留時間が増大することとなり、全ての対象物１００に対して十分な殺
菌を均一かつ確実に行うことができる。
【００７２】
（第６の実施形態）
　以下、第６の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を説明する。
【００７３】
　第６の実施形態では、上述した第３の実施形態と同じく、前記対向電極１と、前記供給
手段２と、前記排出手段３とを備え、さらに、図８に示すように、この対向電極１間に、
液体状の液体誘電体５１が、誘電体材（例えばガラス等）から形成される誘導体ケース５
２により封止されて形成される放電位置制御部５を備える構成である。
【００７４】
　この液体誘電体５１を構成する液体としては、特に限定されないが、溶媒誘電率の温度
依存特性が良好であるという点から、水、ニトロベンゼン、メチルアルコール、アセトン
等の分極性液体を用いることが好ましく、特に、取扱いが容易であるという点から、水を
用いることがより好ましい。
【００７５】
　このように、液体誘電体５１の作用によって、この対向電極１間にプラズマが発生した
位置では、誘電率が低下し、次回のプラズマ発生位置が誘電率の高い他の隣接位置に順次
移行していくことから、アーク放電の発生が抑制され、安定的で穏やかな放電が対向電極
１間に継続的に発生することとなり、この対象物１００に損傷を与えない程度の穏やかな
放電状態でプラズマ殺菌を維持することができる。なお、この対向電極１間に、上記第５
の実施形態で記載した前記リブ体部４を用いることもできる。
【００７６】
（第７の実施形態）
　以下、第７の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を説明する。
【００７７】
　第７の実施形態では、上述した第６の実施形態と同じく、前記対向電極１と、前記供給
手段２と、前記排出手段３と、前記液体誘電体５１と、前記誘導体ケース５２と、前記放
電位置制御部５と、を備え、さらに、図９に示すように、前記対向電極１の少なくとも一
方である下部電極１２の内側円板面が、中央部に向かって凸状に湾曲する構成である。
【００７８】
　この下部電極１２の内側円板面は、図９（ａ）に示すように、中央部（中心部１２ａ）
に向かって凸状に湾曲すると共に、液体誘電体５１も、この中央部に向かって凸状に湾曲
し、この中央部（中心部１２ａ）に近付くにつれて、対向電極間方向の液体誘電体５１の
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厚みが薄くなり、対向電極１の中央部間において、相対的に強い放電が生じることで電極
間のプラズマ濃度が高められることから、対象物１００が上部電極１１から落下する下部
電極１２の中央部（中心部１２ａ）で、高濃度のプラズマによって殺菌されることとなり
、対象物１００が粉末状等の微細なものであっても、全ての対象物１００に対して、確実
かつ均一に殺菌を行うことができる。
【００７９】
　このように、液体状の誘電体の作用によって、対向電極１間にプラズマが発生した位置
では、誘電率が低下し（放電現象が生じ難くなり）、次回のプラズマ発生位置が誘電率の
高い他の隣接位置に順次移行していくように放電が制御されることから、アーク放電の発
生が抑制され、安定的で穏やかな放電が対向電極１間に継続的に発生することとなり、対
象物１００に損傷を与えない程度の穏やかな放電状態で、対象物１００に対するプラズマ
殺菌を維持することができる。
【００８０】
　なお、上述した第６の実施形態の前記液体誘電体５１、前記誘導体ケース５２、及び前
記放電位置制御部５を備えない場合でも、この下部電極１２の内側円板面は、図９（ｂ）
に示すように、中央部（中心部１２ａ）に向かって凸状に湾曲する構成とすることができ
る。この場合には、傾斜面が形成された下部電極１２上を、この中央部１２ａから外周辺
に向かって、この対象物１００が転がりやすくなることとなり、より効率的に排出手段３
により外部に対象物１００が排出される。
【００８１】
　この他の湾曲形状に関する変形例としては、図９（ｃ）に示すように、上述した第６の
実施形態の前記液体誘電体５１、前記誘導体ケース５２、及び前記放電位置制御部５を備
える構成において、この放電位置制御部５が、下部電極１２の中央部（中心部１２ａ）に
向かって凸状に湾曲する構成とすることができる。
【００８２】
　この場合には、下部電極１２の中央部（中心部１２ａ）に近付くにつれて、この対向電
極１の対向方向の液体誘電体５１の厚みが増大することから、中心部での単位面積当たり
の静電容量が周辺部よりも増加して、放電が最も発生しやすい位置である対向電極１の中
央部においてプラズマの密度が増加し、より効率的なプラズマ殺菌ができると同時に、放
電位置制御部５の効果により、最も放電しやすい位置における中央部での、高温を伴うア
ーク放電への移行が抑えられ、局所的な熱量の発生を抑制し、この対象物１００の損傷を
抑制して穏やかに殺菌することができる。
【００８３】
（第８の実施形態）
　以下、第８の実施形態に係るプラズマ殺菌装置を説明する。
【００８４】
　第８の実施形態では、上述した第６の実施形態と同じく、前記対向電極１と、前記供給
手段２と、前記排出手段３と、前記液体誘電体５１と、前記誘導体ケース５２と、前記放
電位置制御部５と、を備え、さらに、図１０（ａ）に示すように、前記上部電極１１が、
放射状に複数に延出する線状電極から形成され、前記下部電極１２が、円板状で形成され
る構成である。
【００８５】
　この上部電極１１は、放射状に複数に延出する線状電極から形成されるものであれば直
線状に限定されず、例えば、図１０（ｂ）に示すように、スパイラル状であってもよい。
このように、この上部電極１１が、放射状に複数に延出する線状電極から形成され、この
下部電極１２が、円板状で形成されることから、上部電極１１では重量の軽い線状電極が
自然発生的に生じるランダムな振動や撓みによって、上部電極１１と下部電極１２との電
極間に生じる放電の位置及び強度が適度に揺らぎながら経時的に刻一刻と変動することと
なり、結果として一箇所のみ生じるような局所的な放電の発生が抑制され、均一で穏やか
な放電が持続し、より均一的な殺菌を対象物１００に与えることができる。
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【００８６】
　さらに、図１０（ｃ）及び（ｄ）に示すように、この上部電極１１の周囲に絶縁体から
形成される絶縁被覆部１１ｂで被覆されていてもよい。この絶縁被覆部１１ｂは、絶縁体
であれば特に限定されないが、例えば、セラミックスから形成されるものを用いることが
でき、例えば、セラミックス絶縁管を用いることができる。絶縁被覆部１１ｂで被覆され
ることによって、局所的な放電がより抑制されて、より穏やかで均質な放電が生じ易くな
り、この対象物１００の損傷をさらに抑制して穏やかに殺菌することができる。
【００８７】
　本実施形態では、図１１（ａ）に示すように、この上部電極１１を固定して保持する電
極保持部１１ｃを備えることができる。また、この電極保持部１１ｃに固定される上部電
極１１は、上述したように、図１１（ｂ）に示すように、絶縁被覆部１１ｂで被覆されて
いてもよい。勿論、この上部電極１１は、絶縁被覆部１１ｂに被覆されることに限定され
るものではなく、図１１（ｃ）に示すように、絶縁被覆部１１ｂ等の被覆を要しない形態
とすることも可能である。このような構成によって、対象物１００を、前記供給パイプ２
３を経由して供給することによって、均一で穏やかな放電が電極間で持続し、均一的な殺
菌をこの対象物１００に与えることができる。
【００８８】
　この上部電極１１は、非回転でも回転させてもよく、この上部電極１１を回転させる場
合には、この供給パイプ２３は、例えば、図１２（ａ）に示すように、回転軸と併用する
ことが可能であり、この上部電極１１が回転することで、より対象物１００を外部に排出
させやすくすると共に、定常的に上部電極１１が動き続けることによって、電極間に発生
する放電の局在化を抑制し、より均一的な殺菌をこの対象物１００に与えることができる
。
【００８９】
　また、例えば、図１２（ｂ）に示すように、上述したリブ体部４を、上部電極１１と分
離独立した状態で、電極間に介在させる構成とすることも可能である。この場合には、こ
の対象物１００の流れがリブ体部４により外周辺に押し流され、この対象物１００が粒状
体等の微細なものであっても、このリブ体部４によって、この対向電極１間をばらついて
落下する個々の対象物１００の流路が均一に整えられることとなり、この対象物１００に
おけるこの移動経路のばらつきが抑えられて一様化されることとなり、局所的な放電が抑
制され、全ての対象物１００に対して、確実かつ均一に殺菌を行うことができる。
【００９０】
　なお、図１２（ｃ）に示すように、下部電極１２の両端部（開口状の外周開口部）を傾
斜付き（即ち、傾斜面を有するもの）としても良い。この場合には、この対象物１００の
自重によって、より下部電極１２上にこの対象物１００が転がり易い状況が形成されるこ
ととなり、この対向電極１間をばらついて落下する個々の対象物１００の流路が均一に整
えられ、電極間に発生する放電の局在化が抑制され、より均一的な殺菌をこの対象物１０
０に与えることができる。
【００９１】
　以下に実施例を示すが、これらの実施例は本発明に係るプラズマ殺菌装置を単に例示す
るためのものであり、本発明を限定するものではない。
【００９２】
（実施例１）
　上記第１の実施形態で示した装置を用いて、対象物に対する殺菌を行った。実施条件は
、ステンレス製プラズマ生成装置内に放電ガスとしてアルゴンガスを流し、アルミ電極と
放電電極の間に周波数10kHzの交流高電圧を印可して放電させる。放電電圧は6～10kV、ア
ルゴン流量を0～2.5L/min、圧力は50～100kPaの間で可変とし、対象物表面に付着させた
残存する菌数を評価した。対象物としてはシロナ種子、感染菌としては黒腐病菌を用い、
種子に105～106個程度の菌を付着、乾燥させた後、種子をプラズマ処理することによって
、生菌の残存数をコロニーカウンティング法を用いて確認した。
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【００９３】
　上記殺菌を行った結果として、図１３に、(a)：印可電圧依存性、(b)アルゴンガス流量
依存性、(c)処理圧力依存性の各々の結果を示す。電圧の上昇、ガス流量の増加、ガス圧
の増加のいずれの場合でも、種子表面の残存菌数が著しく減少することが明確に確認され
た。菌の減少量は、1/100～1/1000ものオーダーに達しており、十分実用的な殺菌技術で
あることが分かった。
【符号の説明】
【００９４】
１　対向電極
１１　上部電極
１１ａ　中心排出孔
１１ｂ　絶縁被覆部
１１ｃ　電極保持部
１２　下部電極
１２ａ　中心部
１２ｂ　外周辺
２　供給手段
２１　収容部
２１ａ 排出孔
２２　案内部
２２ａ　排出孔
２２ｂ　密閉容器
２３　供給パイプ
２４　原料ガス供給部
２４ａ　ガス管路
３　排出手段
４　リブ体部
４１　リブ体
４１ａ　分割リブ体
５　放電位置制御部
５１　液体誘電体
５２　誘導体ケース
１００　対象物
２００　交流電源
３００　回収部
４００　駆動部
４０１　下部パイプ
５００　処理容器
５０１　導入口
５０２　排気口
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月23日(2017.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料ガス雰囲気下で電極間で電圧印加により生成されるプラズマによって、対象物を殺
菌するプラズマ殺菌装置において、
　上下方向に隙間を隔てて対向する上部電極及び下部電極から成り、当該上下の対向電極
が、共に円板状で形成され、少なくとも前記下部電極が、円板中心を回転中心として回転
すると共に、当該対向電極の少なくとも一方が、中央部に向かって凸状に湾曲する対向電
極と、
　前記上部又は下部の電極の中心部から前記隙間に向かって、前記原料ガスと共に前記対
象物を供給する供給手段と、
　前記上部及び下部電極間の外周辺近傍に形成される前記隙間からなる開口状の外周開口
部を備え、前記下部電極の中心部から外周辺に向かって転動する前記対象物を当該外周開
口部から外部に排出する排出手段と、
を備え、
　前記対向電極の上部電極が、前記供給手段の供給口から前記外周開口部まで連続して形
成されると共に、
　前記原料ガスが、前記供給手段のみから供給されることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
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【請求項２】
（削除）
【請求項３】
（削除）
【請求項４】
　請求項１に記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記上部電極が、放射状に複数に延出する線状電極から形成され、
　前記下部電極が、円板状で形成されることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記上部及び下部電極の隙間に介装され、前記各電極の円板中心から放射状又は螺旋状
に延出する複数のリブ体からなるリブ体部を備えることを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項６】
　請求項４又は５のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記対向電極間に、液体状の誘電体が封止されて形成される放電位置制御部を備えるこ
とを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
【請求項７】
（削除）
【請求項８】
　請求項１、４～６のいずれかに記載のプラズマ殺菌装置において、
　前記上部又は下部電極の少なくとも一方の、対向する対向面上に、スパイラル状又は放
射状の突起を形成することを特徴とする
　プラズマ殺菌装置。
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【国際調査報告】
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